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地方独立行政法人山梨県立病院機構平成３０年度計画 
 

第１ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

１ 医療の提供 

(1)政策医療の提供 

①県立中央病院 

救命救急医療、総合周産期母子医療、がん医療をはじめとした県民生活に欠く

ことのできない医療の提供に向けて、一層の高度化、専門化を図る。 

ア 救命救急医療 

     ・三次救急医療を担う救命救急センターと各診療科が連携を図り、迅速で効率

的な治療を行う。 

     ・ドクターヘリ及びドクターカーの活用により、早期の救命救急医療を提供す

る。 

     ・総合診療科・感染症科において、どの診療科にも属さない診断困難な患者の

診療を行うとともに、救命救急センターと連携し、患者の重症度や緊急性に応

じて柔軟に対応していく。 

・より充実した救命救急医療を提供するため、救命救急センターの区画を拡充

し、三次救急患者だけでなく二次救急患者の診療が可能となるよう整備する。

また、結核などの感染症隔離室を設置する。 

・三次救急医療を維持していくため、急性期患者転院の協定締結を推進する。 

    イ 総合周産期母子医療 

      地域の分娩取扱医療機関との連携を図りながら、ハイリスクの妊婦・胎児及

び新生児に対し、総合的、専門的な医療を提供する。 

また、胎児超音波スクリーニング検査などにより、胎児のリスク判定を行う

とともに、分娩までの継続的なサポートを行う。 

ウ がん医療 

     (ｱ)がん治療の充実 

手術、化学療法及び放射線療法を効果的に組み合わせた集学的治療の推進

やがん相談など治療に伴う精神的ケアの支援により、がん治療の充実を図る。 

がんセミナーや市民公開講座を開催するなど、県民に向けた情報提供等に

取り組む。 

(ｲ)緩和ケア診療の充実 

身体症状及び精神症状の緩和に携わる医師、専門の看護師などで構成され

る緩和ケアチームを中心に緩和ケア診療を充実する。 

(ｳ)キャンサーボードの充実 

がん患者の状態や意向を踏まえた適切な治療を行うため、各専門領域の医

師が一堂に会して、手術、化学療法、放射線療法などの治療方法を包括的に

議論する場であるキャンサーボードを充実する。 

(ｴ)ゲノム解析の推進 

ゲノム解析センターにおいて、遺伝子情報の解析を行い、科学的根拠に基

づいた適切な薬剤投与法や診断法を確立し、患者の個々人に合わせた次世代
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型のがん医療創出に向けて、臨床と研究の一体的な取組を推進する。 

また、平成２９年４月に開設したゲノム診療部と連携し、遺伝性乳癌・卵

巣癌症候群や大腸癌（Lynch 症候群）などの家族性腫瘍に関わる遺伝子解析

を推進する。 

さらに、県民に質の高いがんゲノム医療を提供するため、平成３０年度か

ら始まるがんゲノム医療連携病院の指定に向けた体制を整備する。 

(ｵ)遺伝カウンセリングの推進 

乳がんや卵巣がん等遺伝子の関与が疑われるがんの患者等に対してカウン

セリングを実施し、得られた結果に基づき適切な治療を行う。 

エ 難病（特定疾患）医療 

      専門医の継続的な治療を行うとともに、関係医療機関との連携を強化しなが

ら、最適な医療の提供を行う。 

指定難病の疾病数が増加しているため、患者に適切な医療が提供できるよう、

臨床調査個人票の作成を適切に行う。 

オ エイズ医療 

患者に対する総合的、専門的な医療を提供するとともに、患者の精神的負担

をケアするため、臨床心理士によるカウンセリングを実施する。 

カ 感染症医療 

一類感染症（エボラ出血熱など７疾患）患者を受け入れる病室を活用し、第

１種感染症指定医療機関としての医療を提供する。 

また、新型インフルエンザ患者など感染症患者に対する外来診療や、重篤患

者に対する陰圧個室を使った入院治療など、専門的な医療を提供する。 

②県立北病院 

     増加する救急患者や児童思春期患者に対応するため、医療体制の充実を図り、

手厚い治療と多職種治療チームによる総合的で一貫した医療を提供する。 

ア 精神科救急・急性期医療 

本県における精神科救急医療体制の強化に対応するとともに、集中的な治療

を要する患者に、急性期の特性に合わせて、手厚い治療と多職種治療チームに

よる総合的で一貫した医療を提供することで早期退院を図り、通院や退院後の

リハビリテーションに結びつける。 

イ 児童思春期精神科医療 

      思春期に特有な精神疾患の治療について、県内唯一の児童思春期病棟を有す

る病院として、関係医療機関と連携して病態に応じた医療を行うなど、より高

度で専門的な児童思春期医療を提供する。 

ウ 心神喪失者等医療観察法に基づく医療 

多職種治療チームによる充実した医療を提供し、対象者の社会復帰を促進す

るとともに、社会復帰した対象者の通院治療について充実を図る。 

エ 重度・慢性入院患者への医療 

重症患者や長期在院重症患者に対し、さらに高度な医療を提供するとともに、

多職種治療チームによる治療体制の充実を図り、退院と社会復帰を目指す。 

オ 重症通院患者への医療 

地域で生活する重症通院患者の治療中断による重症化や問題行動の再発等を
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防ぐとともに、退院後も地域で生活する患者に対して継続的に支援を行い、患

者に適応した医療を提供するために、訪問看護ステーションの設置、運営に関

する検討を進める。また、デイケアにおいては、治療プログラムの多様化・高

度化を図る。 

(2)質の高い医療の提供 

①医療従事者の育成、確保及び定着 

・高度で専門的な医療を提供するため、関係機関との連携を図り、人間的資質が

優れ、診療能力が高い医療従事者の育成、確保及び定着に努める。 

・研修医向けの実践的講座の充実を図るとともに、医師の研修内容や育成方法に

ついて検討を進める。 

・医学生を対象とした臨床研修プログラムの説明会を開催するとともに、病院説

明会の実施等の広報活動を行い、臨床研修医の確保に努める。 

・医師事務作業補助者及び看護補助者を拡充し、医療従事者の業務負担の軽減及

び処遇の改善を図る。 

②７対１看護体制への柔軟な対応 

・看護師採用試験の複数回実施や中途採用などにより、必要な看護師の確保を図

るとともに、適切な人事管理や運用病床の運営、業務改善を行い、７対１看護体

制を継続する。 

・看護職員の確保のため、次年度採用予定者に対して、看護師資格取得に向けた

支援を行う。 

・新任の看護職員の連帯感の向上に向けた研修の充実を図るとともに、視覚的に

も理解しやすい看護手順書や動画配信により看護師の技術取得をサポートするシ

ステムである「ビジュアルナーシングメゾット」を導入し、看護技術の向上を図

る。 

・ベテランの看護職員を看護職員人材育成アドバイザーとして専従配置し、看護

師養成機関へ直接訪問するなど、当院への就職を促す広報活動を積極的に展開す

るとともに、就職活動から新人看護師の期間を通じた様々な相談に親身に対応す

ることで、看護職員の採用の拡大、離職の低減を図る。 

・７対１看護体制を継続させるため、入院基本料の算定要件である「重症度・医

療・看護必要度」を適正に評価できる人材を育成する。 

③医療の標準化と最適な医療の提供 

・クリニカルパスの電子化を進めるとともに、ＤＰＣから得られる情報を活用し、

随時、クリニカルパスの点検・見直しを行う。 

・ＤＰＣから得られる多様な診療情報を活用し、医療の標準化や効率化を図る。 

・疾病統計により、医療の安全管理、質の向上を図り、病状に応じた適切な医療

を提供していくため、診療情報管理士の配置の充実について検討を行う。 

・手術件数が増加していることから、適切な医療を提供していくため、麻酔科医、

看護師の増員及び業務委託などについて検討を行う。 

・脳卒中患者に対する血管内治療などの急性期集中治療だけでなく、急性期リハ

ビリテーションの導入に向け、調査、研究を行う。 

・中央病院精神科において、一般の身体医療の中で起こる様々な精神科疾患に対

して、精神科医等が共同して治療を行う（精神科リエゾン）とともに、入院治療
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が必要な精神科疾患の患者の紹介など、北病院等との連携を強化する。 

また、中央病院への精神病床の設置に向けた準備を進める。 

・リニアックを活用し、画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）などの高精度放射線治

療を積極的に進める。 

・前立腺がん、腎臓がんなどに対し、最新のロボット手術システムを活用し、低

侵襲で最適な医療を提供する。また、平成３０年度の診療報酬改定において胃が

ん、子宮体がんをはじめ多くのロボット手術の保険収載が見込まれるため、保険

収載後に速やかに手術が行えるよう取り組みを進める。 

・県民に質の高いがんゲノム医療を提供するため、がんゲノム医療連携拠点病院

の指定に向けた体制を整備する（再掲）。 

・造血幹細胞移植を進めるとともに、白血病等の無菌状態での薬物治療が必要な

患者の受け入れを拡大するため、現在２床の無菌室を新たに７床整備し、９床と

する。 

・平成２９年度に設置した、肝胆膵・消化器病センター及び循環器病センターに

おいて、内科と外科が一体となった治療を実施する。 

・がん及び感染症に関する遺伝子検査を迅速かつ低廉に実施するため、検査部の

中にゲノム検査科を設置する。 

・より充実した救命救急医療を提供するため、救命救急センターの区画を拡充し、

三次救急患者だけでなく二次救急患者の診療が可能となるよう整備する。また、

結核などの感染症隔離室を設置する(再掲）。 

・当院の理念達成や地域に根ざし、安全・安心、信頼と納得の得られる質の高い

医療サービスを効率的に提供するため、公益財団法人日本医療機能評価機構が実

施する「病院機能評価」を受審し、病院の位置付けや問題点を明らかにすること

により、病院の更なる改善活動を推進し、病院体制の一層の充実や医療の質の向

上を目指す。 

・思春期に特有な精神疾患の治療について、県内唯一の児童思春期病棟を有する

病院として、関係医療機関と連携して病態に応じた医療を行うなど、より高度で

専門的な児童思春期医療を提供する（再掲）。 

・退院後も地域で生活する患者に対して継続的に支援を行い、患者に適応した医

療を提供するために、訪問看護ステーションの設置、運営に関する検討を進める。

また、デイケアにおいては、治療プログラムの多様化・高度化を図る(再掲）。 

④高度医療機器の計画的な更新・整備 

中期計画で定めた高額医療機器の整備にあたり、機能・性能等と整備に係る費

用のバランスを考慮して機種の選定を行う。 

   ⑤病院施設の適切な修理・改善 

病院施設の修理・改善を計画的に行い、その機能の維持・強化を図る。 

(3)県民に信頼される医療の提供 

①医療安全対策の推進 

ア リスクマネージャーの活用 

     ・リスクマネージャーを活用し、医療安全に関する情報の収集や分析を行うとと

もに、各部門のリスク管理責任者への研修など医療安全教育を徹底する。 

・抗菌薬の適正な使用を推進するため、抗菌薬適正使用支援チームの設置につ
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いて検討を行う。 

・北病院の医療安全対策を強化するため、専任の看護師を配置する。 

イ 情報の共有化 

      より確かな医療安全対策を講じるため、医療従事者間における医療関係情報

の共有化を図る。 

 ウ 医療事故への対応 

・医療事故が発生した際の事故調査委員会の設置やその対応マニュアルの作 

成など、医療事故への対応を図る。 

・平成２９年度に発生した異型輸血医療事故の再発防止策として、輸血事故防

止及び病院輸血マニュアル周知の研修会や救命救急センターにおける緊急輸血

訓練を実施する。 

②医療倫理の確立 

     患者の尊厳を尊重する医療倫理を確立するため、倫理委員会でのチェックや職

員研修を実施する。 

③患者・家族との信頼・協力関係の構築 

     疾病の特性・医療行為の内容と効果及び副作用・リスクに関する十分な説明と

理解（インフォームド・コンセント）に基づき、最適な医療を提供する。 

     また、医療行為等に関し、患者との見解の相違などが生じた場合には、担当医

師等を中心として、真摯にかつ適切な対応を図る。 

④医薬品の安心、安全な提供 

中央病院の病棟への薬剤師の配置を推進し、病棟薬剤業務の拡充を図るととも

に、医薬品の処方、投薬の安全性等の確保に努め、患者への服薬指導をさらに推

進する。 

また、薬剤紛失事案に係る改善計画の着実な実施及び薬剤管理のより一層の強

化を図る。 

⑤患者サービスの向上 

    ・各科受付から精算までの患者の流れを改善するため、受付業務、会計・精算事

務の見直し等を行い、会計時間の短縮を図るとともに、病院職員の接遇強化も図

っていく。 

    ・入院などの説明をワンストップで行う入退院センターの充実に向けた検討を行

う。 

    ・北病院では、患者や来院者の受動喫煙を防止するため、敷地内禁煙に向けた取

り組みを進める。 

⑥診療情報の適切な管理 

    ・紙カルテの適切な保管、電子カルテに係る運用規程の遵守など患者の診療情報

を厳格に管理するとともに、患者・家族に対する診療情報の開示を適切に実施す

る。また、文書管理システムを活用し、診療に関する資料の効率的な管理を行う。 

    ・医療情報システム（電子カルテシステム等）の更新に向け、現有システムの改

善点や新たな機能の検討を行う。 

     北病院では医療情報システムに係るハード整備を行う。 
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２ 医療に関する調査及び研究 

(1)新薬開発等への貢献 

    新薬の開発等に貢献するため、治療の効果や安全性を確認するための治験を積極

的に実施するとともに、臨床試験管理センターにより、治験の円滑な実施と関連部

署との連携強化を図る。 

    また、治験に関する情報をホームページ等で公開する。 

(2)各種調査研究の推進 

    医療技術の向上に貢献するため、臨床事例をもとに、各種調査研究を県立大学等

と連携し、積極的に推進する。 

    認知コンピュータ（コグニティブ・コンピューティング・システム）を利用した

診断等の可能性について調査、研究を行う。 

３ 医療に関する技術者の研修 

(1)医療従事者の研修の充実 

①医師の専門性の向上 

     研修体制の充実や専門医・認定医等の資格取得を支援するとともに、医師の専

門性の向上を図る。 

②認定看護師等の資格取得の促進 

     認定看護師等の資格取得を支援するとともに、資格を取得しやすい環境を整え

る。 

③研修の充実 

     院内研修会の開催をはじめ、先進的な研修・研究会への派遣などにより、職員

の資質の向上を図る。 

(2)県内の医療水準の向上 

①地域医療従事者の研修 

     他の地域医療機関の医療従事者を対象とした病院セミナーの定期的な開催など、

医療技術の向上に資する研修を実施する。 

②研修、実習等の実施 

     他の医療機関の医療従事者などを対象に、拠点病院として有する知識や技術を

活かして、がん診療、感染症診療等に係る研修を実施する。 

③医療従事者養成機関からの実習生の受入れ 

     看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師等を目指す実習生を養成機関

から積極的に受け入れ、人材養成の支援に努める。 

 

４ 医療に関する地域への支援 

(1)地域医療機関との協力体制の強化 

 県立中央病院が、地域医療支援病院として、患者支援センターを中心に、いわゆ

る病病・病診連携を推進していく。 

  また、地域の医療水準向上のため、患者が退院する際には、紹介元の医療機関に

加え、身近な「かかりつけ医」に対しても、画像などを添付した診療情報提供書に

より情報を共有し、地域の医療機関と連携した治療を行う。 

 かかりつけ医検索システムを活用し、連携医への紹介促進及び連携医情報の提供

により患者サービスの向上を図る。 
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(2)地域医療への支援 

①医療機器の共同利用 

     他の医療機関等から県立中央病院所有の医療機器による検査等の依頼があった

場合は積極的に引き受ける。 

②臨床研修医、専修医の受け入れ態勢の強化 

臨床研修医と専修医を確保し、本県への医師の定着を促進するため、平成３０

年度から開始される新専門医制度において、内科、総合診療科、救急科、精神科

では基幹施設として、またその他の科では連携施設として、専修医（専攻医）の

受け入れを行い、研修を開始する。 

また、外科領域においても専門研修プログラムを作成し、基幹施設となるため

の申請を行う。 

③公的医療機関の支援 

県立病院機構の医師の増員を図る中で、地域の公的医療機関を支援するため、

当機構の医師を派遣する。 

(3)地域社会への協力 

①救急救命士の育成 

     救命救急センターの機能を活かして、救急救命士の育成に努める。 

②看護師養成機関等への講師派遣 

     看護師養成機関での授業や地域医療機関の医療従事者を対象とした研修会など

に対し、講師を派遣する。 

③公的機関からの鑑定・調査への協力 

     公的機関からの医療に関する鑑定や調査について積極的に協力する。 

 

５ 災害時における医療救護 

(1)医療救護活動の拠点機能 

・大規模災害を想定したトリアージ訓練などを行う。 

・災害発生時には、知事の要請に応じてＤＭＡＴを派遣するなど、基幹災害拠点病

院としての機能を発揮する。また、県内外の被災地域において、被災者や支援者に

対して精神保健医療活動を行うことにより、災害時の心のケアの充実を図るため、

山梨県の災害派遣精神医療チーム（山梨ＤＰＡＴ）を派遣する。 

(2)他県等の医療救護への協力 

    他県等の大規模災害等においても、知事の要請に応じてＤＭＡＴ等を派遣するな

ど、積極的に医療救護活動に協力する。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 医療環境の変化に対応できる運営体制の構築 

・医療を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するため、職員の機動的配置に努める。 

 ・医療及び病院経営に関する情報を分析し、その分析結果を活用することで、医療環

境の変化に対応できる運営体制の構築に努める。 

・県民に質の高いがんゲノム医療を提供するため、平成３０年度から始まるがんゲノ

ム医療連携病院の指定に向けた体制を整備する（再掲）。 

 また、がんゲノム医療連携病院では、臨床検査を適切に実施するために第三者認定
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を受けることが望ましいとされていることから、検体検査及び病理検査について、Ｉ

ＳＯ１５１８９（臨床検査室の認定）取得のための準備に着手する。 

・平成２９年度に設置した、肝胆膵・消化器病センター及び循環器病センターにおい

て、内科と外科が一体となった治療を実施する（再掲）。 

・がん及び感染症に関する遺伝子検査を迅速かつ低廉に実施するため、検査部の中に

ゲノム検査科を設置する（再掲）。 

・中長期の医療需要を見極め、中央病院、北病院が提供すべき医療について調査・研

究を進め、長期の課題は次期中期計画に反映させる。 

（中央病院検討事項） 

  ・手術支援ロボット拡大を見据えた手術室の環境整備 

  ・外来機能の拡充 

  ・ハイブリット手術室の整備 

  ・ＡＩを活用した医療の提供 

  ・放射線機器の導入 

（北病院検討事項） 

 ・建物再整備 

  ・内科診療（身体合併症診療） 

 

２ 効率的な業務運営の実現 

・適正な外部委託を継続するため、業務内容の課題発見や改善を随時行うよう努める。 

・医療ニーズの多様化・高度化、患者動向などを踏まえ、必要に応じて職員を採用す

るとともに、法人内における弾力的な配置を進める。 

・器械備品の保守料を削減するため、器械備品の更新、増設時に備品購入費だけでな

く保守料を含めたトータルの費用により入札を実施する。 

 

３ 経営基盤を強化する収入の確保、費用の節減 

(1)診療報酬請求の事務の強化 

・診療報酬事務職員の専門研修の実施やプロパー化等により、診療報酬部門の強化

を図る。 

・診療報酬改定に迅速かつ適切に対応することができる人員体制や院内の連携体制

を構築する。 

・レセプト請求の迅速化や減点を防止するために導入したレセプトチェックシステ

ムを有効に活用することにより、さらなる請求事務の適正化を図る 

(2)料金収入の見直し 

診療報酬基準以外の料金について、新規需要等を的確に捉え、随時適正な料金の

設定を図る。 

(3)未収金対策 

患者負担金に係る未収金については、定期的な請求・督促をはじめ、未収金の発

生を防止するとともに、回収業務の専門家の活用など、早期回収に努める。 

(4)材料費の適正化 

・材料の新規採用にあたり、院内の関係者で構成される院内委員会により効能・効

果等の必要性及びコストを比較し、適正な選択を行う。また、後発医薬品の採用、
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同種同等品への切替等による材料費の適正化に努めるとともに、共同購入を行う選

定品を追加し、さらなるコスト削減に取り組む。 

・競争入札を実施し、電気料金の削減を図る。 

 

４ 事務部門の専門性の向上 

医療事務に精通したプロパー職員の採用や事務職員に必要な知識の習得のための

研修の実施など、県立病院機構が行う業務に必要な法令、会計、診療報酬体系等に精

通した事務職員の育成に努める。 

 

５ 職員の経営参画意識の向上 

(1)経営関係情報の周知 

メディカルコード等の活用により医療及び病院経営に関する情報を分析し、その

分析結果をわかりやすく職員に周知し、職員の経営参画意識を高める。 

また、診療報酬上の加算について、導入、拡大できる項目の分析を進め、その可

否について検討を行う。 

(2)取組の共有化 

    中期計画等に掲げる取組について、病院全体で共通認識をしたうえ、その取組状

況の共有を図る。 

(3)職員提案の奨励 

    職員の病院経営に対する参画意識や目標達成に向けた意欲を高めるため、職員提

案を奨励し、提案された内容の実現について、真摯に検討をしていく。 

 

６ 職場環境の整備 

(1)働きやすい職場環境の整備 

・働きやすい職場環境の実現に向け、各現場における職員の感想や意見をより的確

に把握するため、職員満足度調査を実施する。 

・労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施するとともに、職員の働きやす

い職場環境の整備に努める。 

・救急科医師の勤務環境を改善するため、交代制勤務制度を導入する。また、増え

続ける二次救患者に対応するため、二次救急当番日の負担軽減について、県及び他

の医療機関との協議会の場で働きかけを行っていく。 

・職員の心身の健康を維持するため、夏季休暇を取得可能な期間を拡大し、休暇を

取得しやすい環境を整備する。 

(2)資格取得を含む研修の充実 

病院職員の職務能力の高度・専門化を図るため、資格取得を含む研修を充実する。 

また、医療技術職員等の技術向上を図るため、国内職員相互研修制度を積極的に

活用する。 

(3)公平で客観的な人事評価システムの導入 

       簡素で公平な人事評価制度を活用し、業績や能力を給与に反映させるとともに、

職員の人材育成及び人事管理を行っていく。 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
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１ 予算（平成 30年度） 

                                   （単位 百万円） 

区    分 金   額 

収入   

  営業収益 26,784 

   医業収益 22,969 

   運営費負担金 3,487 

   その他営業収益 328 

  営業外収益 339 

   運営費負担金 145 

   その他営業外収益 194 

  資本収入     762 

   運営費負担金 0 

   長期借入金   762 

   その他資本収入  0 

  その他の収入 0 

  計 27,885 

支出   

  営業費用 22,995 

   医業費用 22,885 

    給与費 10,573 

    材料費 8,539 

    経費 3,620 

    研究研修費 153 

   一般管理費 110 

  営業外費用 228 

  資本支出 4,601 

   建設改良費   1,641 

   償還金 2,960 

  その他の支出 0 

  計 27,824 

【人件費の見積り】 

期間中総額 10,647百万円を支出する。 

     なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び

退職手当の額に相当するものである。 

【運営費負担金のルール】 

     救急医療等の政策医療経費については、地方独立行政法人法第 85条第 1項の規定

により算定された額とする。 

     長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金は、経常費助成のための運営

費負担金とする。 
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２ 収支計画（平成 30年度） 

                                   （単位 百万円） 

区    分 金   額 

収入の部 27,181 

  営業収益 26,851 

   医業収益 22,940 

   運営費負担金収益 3,487 

   資産見返負債戻入 96 

   その他営業収益 328 

  営業外収益 330 

   運営費負担金収益 146 

   その他営業外収益 184 

  臨時利益 0 

支出の部 25,504 

  営業費用 24,289 

   医業費用 24,179 

    給与費 10,570 

    材料費 7,919 

    経費 3,388 

    減価償却費 2,158 

    研究研修費 144 

   一般管理費 110 

  営業外費用 1,164 

  臨時損失 51 

純利益 1,677 

目的積立金取崩額 0 

総利益 1,677 

 

 

３ 資金計画（平成 30年度） 

                                 （単位 百万円） 

区    分 金   額 

資金収入 43,548 

  業務活動による収入 27,123 

   診療業務による収入 22,969 

   運営費負担金による収入 3,632 

   その他の業務活動による収入 522 

  投資活動による収入  0 

   運営費負担金による収入 0 
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   その他の投資活動による収入  0 

  財務活動による収入   762 

   長期借入金による収入     762 

   その他の財務活動による収入 0 

  前事業年度からの繰越金 15,663 

資金支出 43,548 

  業務活動による支出 23,222 

   給与費支出 10,647 

   材料費支出 8,539 

   その他の業務活動による支出 4,036 

  投資活動による支出  1,596 

   固定資産の取得による支出   1,594 

   その他の投資活動による支出 2 

  財務活動による支出 3,006 

   長期借入金の返済による支出 1,263 

   移行前地方債償還債務の償還による支出 1,697 

   その他の財務活動による支出 46 

  翌事業年度への繰越金 15,724 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  １，０００百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

   運営費負担金の交付時期の遅れ等による一時的な資金不足への対応 

 

第５ 剰余金の使途 

  決算において剰余金を生じた場合は、将来の病院施設や医療機器の整備費用等に充て

る。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 保健医療行政への協力 

   県などが進める保健医療行政に積極的に協力する。 

 

２ 法令・社会規範の遵守 

  ・県立の病院としての公的使命を適切に果たすため、医療法をはじめとする関係法令

を遵守するとともに、内部規律の策定、倫理委員会によるチェック等を通じて、職員

の行動規範と倫理を確立する。 

  ・法人の業務の適正化を確保するため、「内部統制」、「リスク管理」、「外部通報、内部

通報制度」等に関する規程を整備するとともに、組織の見直しについて検討を行う。 

 

３ 積極的な情報公開 
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   運営の透明性の確保に努め、年度計画の策定時や評価委員会の評価を受けた後など

に、ホームページを活用し、業務内容や業務改善等の情報発信に積極的に取り組む。 

   また、病院の情報発信力を高めるため、各部署においてホームページの修正が簡単

に行えるよう、ホームページシステムを更新する。 

 

４ 山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第５条で定

める事項 

(1)施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整

備 

総額 国・県補助金、

長期借入金等 1,594百万円 

(2)人事に関する計画 

    政策医療の確実な実施や質の高い医療の提供に向け、医療従事者の確保など、適

切な人事管理を行う。 

(3)積立金の処分に関する計画 

    前中期目標期間繰越積立金については、病院施設や医療機器の整備費用等に充て

る。 

 


